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道路整備基本計画（Ｈ２６.７策定）の取組状況
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・個別プランの取組状況

○奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン

○奈良県みんなでつくる交通安全対策プラン

○なら安心みちねっとプラン

○奈良県橋梁長寿命化計画

○奈良県安心歩行空間整備方針

○奈良県自転車利用促進計画

○観光案内サイン整備ガイドライン



1.骨格幹線道路ネットワークの形成

2.目的志向の道路整備の推進

骨格幹線道路ネットワークとその考え方

骨格幹線道路ネットワーク実現のための事業展開

3.整備にあたっての条件・配慮事項

目的横断的に必要性が高い項目
として、独立して項目立て

骨格幹線以外の事業について、
目的志向を明確化し、
取組の方向性を記載

企業立地を支援する道路整備

安全・安心を支える道路整備

生活利便の向上に
資する道路整備

観光振興に資する道路整備

・観光地へのアクセス強化

・観光地間の周遊促進

・観光地内の回遊促進

・産業立地を支援する道路整備の推進

・通勤や業務移動の円滑化

・災害に強い道路整備

・老朽化に対応した適切な維持管理の実施

・暮らしを支える交通安全対策

・公共交通利便の増進

・購買・飲食等消費利便の増進

・健康まちづくりの推進

Ⅰ．「整備すべき道路のあり方」 － 何のために・どのような －

1.評価の重視と「選択と集中」

2.連携・協働と説明責任

3.契約・許認可の適正確保と
品質向上

段階に応じた評価の実施

関係機関等との連携・協働

「選択と集中」による
予算マネジメント

説明責任の重視

・計画段階における都市計画の見直し

：都市計画の見直し

・事業段階における事業評価の充実

：新規事業採択時評価の充実
：事業再評価の対象箇所の充実
：事後評価の対象の拡大

・重要事業、重要施策への重点的投資

：骨格幹線道路ネットワークを形成する事業等への集中投資
：渋滞対策や老朽化対策等の重要施策への集中投資

・一般箇所への進捗管理型投資

：事業再評価を踏まえた投資
：事業の進捗見通しの確保

・まちづくりとしての総合性の重視

・他の道路管理者等との連携・協働

・交通管理者との連携・協働

・関係行政分野や事業者との連携

・住民等との協働

・積極的な県民コミュニケーションの推進

・施策の「見える化」と県民意見の反映

・完了宣言の推進

契約手続・許認可事務の
適正確保

事業評価、効率的投資
について記載

関係機関や県民との関係
について記載

契約発注、許認可等の手続き
について記載

・契約手続きの各段階における適正確保

・許認可における適正確保

Ⅱ．「道路整備の進め方」 －どのように（手続き・規律論）－

道路整備を実施する場合の、
配慮すべき事項や条件とすべ
き事項を記載

使い易さの追求

ストックの有効活用と効率的整備

風格ある景観形成と環境への配慮
・総合的な景観形成、環境への配慮

・設計水準の底上げ ・環境への配慮

・既存道路の効果的活用
・道路ストック活用等による効率的整備
・最適なストック管理の推進

・分かりやすい標識案内
・適時かつ的確な道路情報の提供
・バリアフリー化、 ユニバーサルデザインの推進

■路線の線的整備

■結節点等の点的整備

■課題箇所の面的検討

道路整備基本計画の構成
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《Ⅰ．整備すべき道路のあり方》

３）契約・許認可の適正確保と品質向上
①契約手続きの適正確保
②許認可における適正確保

１）骨格幹線道路ネットワークの形成
①路線の線的整備の推進
②結節点の点的整備の推進
③課題箇所の面的検討

２）目的志向の道路整備の推進
①企業立地支援

②観光振興に資する道路整備

③生活利便の向上に資する道路整備

④安全・安心を支える道路整備

３）整備にあたっての条件・配慮事項
①風格ある景観形成と環境への配慮
②道路ストックの有効活用と効率的な整備
③使い易さの追求

１）評価の重視と「選択と集中」
①段階に応じた評価の実施
②「選択と集中」に基づく予算マネジメント

２）連携・協働と説明責任
①市町村等の関係機関との連携・協働
②説明責任の重視

《Ⅱ．道路整備の進め方》

○概ね10年後の骨格幹線道路ネットワークの姿を形成するために、「路線の線的整備」「結節点の点
的整備」「課題箇所の面的検討」の３つの枠組みで事業展開
①線的整備：7路線で全区間供用（計9.7km） 、3路線で部分供用（計1.1km）達成。

約5年間で、整備率は約43％と、概ね計画どおり
②点的整備：計画5箇所全てで事業化を検討し、奈良生駒線（辻町ランプ）等３箇所で事業着手。
③面的整備：計画8地区全てで対策を検討し、鹿ゾーン等７地区で右折レーン設置等の対策を実施。

○「企業立地の支援」、「観光の振興」、「生活利便の向上」、「安全・安心の確保」の４つの明確な
目的を定め、早期に効果が得られるよう、ハード・ソフト施策を効率的かつ効果的に実施
① ・川西町と工業ゾーン創出に関する連携協定を締結（H29.9）

・主要渋滞箇所全147箇所のうち累計45箇所（約30％）で対策実施（H30.３時点）
② ・観光地へのアクセス道路：京終停車場薬師寺線や多武峯見瀬線等で事業実施中

・渋滞緩和のため、パーク&ライド、ぐるっとバスを継続実施、(仮称)登大路バスターミナルを
整備中

・3箇所の｢サイクルステーション｣の設置、｢自転車休憩所 ｣を151箇所、｢サイクリストに
やさしい宿｣を55箇所認定（H30.6時点）

③ ・バスの利用環境整備として、バス停上屋やﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの整備などに対し市町村等に補助
・病院へのアクセス道路として、(都)石木城線、枚方大和郡山線（柳町工区）を整備

④ ・橋梁,トンネル,大型構造物の法定点検（5年に1回）をH26より実施、Ｈ30年度に完了予定
・通学路の緊急合同点検による要対策箇所1,341箇所中1,323箇所(約99％)で対策済

道路整備基本計画 ５ヵ年の主な取組

①・中和幹線沿道市町における屋外広告物の規則改正を実施（表示面積の縮小等）
・国道168号、大和八木停車場線等で電線共同溝の整備を実施。無電柱化延長は約21km
（H29年度末・県管理道路）

②・県内全道の駅（1４駅）において、道路情報及び観光情報を発信
・国道308号、国道425号、高野天川線等で1.5車線的道路整備を実施

③・奈良公園エリアなど計5地区で観光案内サイン(4カ国語)の整備を実施
・バリアフリー基本構想を6市3町で策定、歩道等のバリアフリー化を推進中

①・都市計画見直しガイドラインに基づき、対象23市町村のうち13市町村（約56%）で
見直し完了、5市町村で検証中、5市町村は未着手（H30.4時点）

②・H26～29において、道路事業費の約49％を骨格幹線道路に重点投資
・渋滞の著しい交差点、緊急性の高い通学路、崩落の兆候のある道路法面などを優先的に整備

①・大宮通りプロジェクトや、大神神社参道まちづくり、近鉄郡山駅周辺まちづくりなど、
市町村や公園部局等との連携のもと事業推進

②・完了宣言として毎年6月頃に供用予定箇所を公表
・出前講座の実施や、県HPを活用した道路事業の紹介など県民への情報発信を実施

①・H28.10に全ての工事及び工事関係委託の発注が電子入札の対象に移行
②・道路法第24条の施行承認の許認可に関する要領及び様式を作成し、適切な許認可業務を実施

【奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン】

【奈良県橋梁長寿命化修繕計画】
【なら安心みちネットプラン】【奈良県みんなでつくる交通安全対策プラン】

【奈良県安心歩行空間整備方針】

【奈良県自転車利用促進計画】【観光案内サイン整備ガイドライン】

道路整備基本計画の概要と主な取り組み
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【県事業】



●骨格幹線道路の取組状況 【線的整備】

○ 全区間供用箇所：７箇所／全２２箇所中
・ （都）石木城線 ： 平成30年1月供用
・ 枚方大和郡山線（柳町工区） ： 平成30年1月供用
・ 枚方大和郡山線（上芝工区） ： 平成28年3月供用
・ 国道309号（丹生バイパス） ： 平成28年8月供用
・ 国道168号（上庄バイパス) ： 平成26年10月供用
・ 国道168号（辻堂バイパス） ： 平成30年3月供用
・ 国道168号（川津道路） ： 平成28年3月供用

○ 部分供用箇所：３箇所／全２２箇所中
・ 国道168号（王寺道路） ： 平成27年9月供用
・ 国道168号（香芝王寺道路） ： 平成26年度供用
・ 桜井吉野線（百市） ： 平成30年3月供用

○ 新規事業化箇所：２箇所
・ 国道169号（御所高取バイパス） ： 平成29年度事業化
・ 国道168号（新天辻工区） ： 平成30年度事業化

○ 供用箇所： ５箇所
・京奈和自動車道
大和御所道路（郡山下ツ道JCT～郡山南IC） ： 平成27年3月供用
大和御所道路（御所IC～御所南IC） ： 平成27年3月供用
大和御所道路（御所南IC～五條北IC） ： 平成29年8月供用
国道163号（清滝生駒道路） ： 平成27年12月部分供用
国道169号（奥瀞道路Ⅱ） ： 平成27年9月供用

○ 新規事業化箇所：２箇所
・ 国道169号（伯母峯峠道路） ： 平成28年度事業化
・ 京奈和自動車道
大和北道路（奈良北IC～奈良IC）） ： 平成30年度事業化

県内外の交流を促進し、活力ある奈良県づくりを進めるため、多くの人やもの

を運ぶ上で重要な役割を担う幹線道路ネットワークの形成を目指し、骨格幹線

道路を位置づけた。取組状況は次のとおり

（１）県事業の路線

（２）県事業以外の路線

骨格幹線道路ネットワーク（線的整備）の取組状況（H30.3末現在）
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※県事業分



○事業着手箇所：３箇所／５箇所中 （※全箇所において事業化検討実施）

●骨格幹線道路の取組状況 【結節点の点的整備】

● 骨格幹線道路の取組状況 【課題箇所の面的検討】

○ 対策実施箇所：７箇所／８箇所中 （※速効対策を中心に実施）

骨格幹線道路ネットワークの機能を最大限発現させるため、各路線の結節

点において、フルIC化など、路線相互の接続性を高めるための整備を推進

複数の路線が集中する箇所や通過交通の流入を抑制すべき箇所につい

て、迂回誘導等のソフト面での対策を含め、面的に検討

骨格幹線道路ネットワーク（点的整備・面的検討）の取組状況（H30.3末現在）
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路線名 箇所・区間 工区名 取組状況
事業
検討
着手

事業
着手

事業
完了

㉓
一般国道308号
 宝来ランプ

奈良市宝来町 宝来ランプ
・ランプの構造検討実施
・予備設計に着手

● ●

㉔
第二阪奈有料道路
 中町ランプ

奈良市中町 中町ランプ ・ランプの構造検討実施 ●

㉕
奈良生駒線
 辻町ランプ

生駒市辻町 辻町ランプ
・ランプの構造検討実施
・現地調査に着手

● ●

㉖ 大和郡山広陵線 大和郡山市板屋ヶ瀬橋 板屋ヶ瀬橋 ・交差点改良等の検討実施 ●

㉗ 一般国道310号外 五條市釜窪町～須恵 本陣交差点
・交差点改良等の検討実施
・現地調査に着手

● ●

地区名 主要交差点等 取組状況
事業
検討
着手

事業
着手

事業
完了

Ａ 鹿ゾーン
奈良市県庁東交差点
　　　　　　　　　他

・奈良公園内の通過交通流入抑制対策として、国道１６９号や大宮通り等の案内標識を変更
・鹿の事故対策として、鹿ゾーンを明示する路面標示、注意喚起看板の設置、奈良公園内
　道路のカラー舗装化を実施

● ●

Ｂ 大和郡山周辺
大和郡山市城大橋交差点
　　　　　　　　　他

・石木城線への通過交通流入抑制対策として、
　大和中央道（北行き）及び、枚方大和郡山線（南行き）で案内標識を変更

● ●

Ｃ 王寺周辺 王寺町本町交差点　他
・王寺跨線橋北交差点、王寺町役場前交差点、三室交差点、本町一丁目交差点において、
　王寺町・奈良県・国で、右折レーンの延伸や停止線の前出しなどの速効対策を実施

● ●

Ｄ 大和高田市街地
大和高田市神楽交差点～
片塩ロータリー交差点
　　　　　　　　　他

・神楽交差点、内本町交差点、大塚交差点、三倉堂南交差点で速効対策案を検討 ●

Ｅ かつらぎIC周辺 葛城市かつらぎIC　他 ・太田南交差点の北側流入部に左折レーンを設置 ● ●

Ｆ 橿原市街地・医大周辺
橿原市市役所西交差点
小房交差点　他

・小房交差点の西側流入部右折レーンの延伸、南側流入部左折レーン、
　北側流入部右折レーンを設置

● ●

Ｇ 榛原周辺 宇陀市萩原交差点　他 ・萩原交差点の道路拡幅を行い、暫定的に付加車線および歩道を設置 ● ●

Ｈ 大淀周辺
大淀町土田交差点
岡崎交差点　他

・土田交差点の北側流入部で、左折車線の停止線の前出しを実施。
・岡崎交差点の西側流入部で、右折レーン設置を計画、公共用地内で暫定供用を実施。

● ●



供用予定箇所の公表
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H30年度供用予定箇所（４箇所）

H31年度供用予定箇所（8箇所）

H32年度供用予定箇所（1箇所）



「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の取組状況 （Ｈ22.2月策定）

【計画の概要】

・「奈良県渋滞対策協議会」を組織し、奈良県警察、奈良国道事務所等と共に、
渋滞対策を検討
・「渋滞が著しい箇所」の公表による「見える化」

・コストや早期事業効果発現の観点をより重視した「速効対策・ソフト対策」に「選
択と集中」で取り組む

・幹線道路整備の遅れや、平野部への人口集中、数多くの著名な観光資源の
存在などから、平野部における通勤ラッシュによる交通渋滞や、観光地におけ
る休日の交通渋滞が発生

・これまでの対策により、渋滞が解消・緩和した箇所がみられるものの、依然とし
て多くの箇所で渋滞が発生している状況

対策の基本的な考え方

現状と課題

具体的な取り組み

②「ソフト対策」の実施例（奈良市中心市街地への交通対策）

・ぐるっとバスの運行
・パーク&ライド（P&R）施策の実施

ぐるっとバスの乗車人数は増加傾向にあり、
P&R駐車場では満車状態が続いている

① 「速効対策」の実施例（国道169号 小房交差点）

・道路区域内の土地を活用し、北
行きの左折レーンを新設

最大渋滞長は、360m→0mとなり、
渋滞が大きく改善

①対策前 ②対策後

対策部分
左折レーンの設置

至大和八木駅至大和八木駅

＜対策の分類＞

短期にかつ低コストで
実施可能な対策の実施

本格的な対策の実施

用地買収が伴わない対策の検討・実施
（右折レーンの延伸等）

パーク＆ライド施策等の検討・実施
効果の把握

交通量調査等、事後調査の実施

骨格幹線道路の整備

用地買収が伴う交差点改良

・京奈和自動車道や国道168号等の幹線道路

ネットワークの整備、右折レーンや左折レーン
の設置等の交差点改良を実施した

・H30.3月現在、45箇所で対策を行い、8箇所
で著しい効果が確認されたため、渋滞箇所を
139箇所に見直し

渋滞対策の進捗状況

①客観的データに基づき、「渋滞が著しい
箇所」として57箇所を抽出し、 H25.1月に
は、「地域の主要渋滞箇所」63区間（147
箇所）を特定（P)
②渋滞要因に着目し、コストや早期事業効
果発現の観点より重視した渋滞対策の実
施（D)
③渋滞対策実施後は効果検証を行い、「奈
良県渋滞対策協議会」を開催し、目標とし
た効果が発現されているかを確認および
公表（C)
④必要に応じて対策案の改良や追加の検
討を行うなど、継続的な改善に努める（A)

PDCAサイクル
の実施

渋滞対策の実施例

③「ハード対策」の実施例（（主）御所香芝線 太田南交差点）

・用地買収を行い、南行きの
左折レーンを新設

①対策前

最大渋滞長は、130m→0m
となり、渋滞が大きく改善

②対策後

対策部分
左折レーンの設置

至御所市

至御所市

出典：平成29年度第１回奈良県渋滞対策協議会配付資料出典：平成29年度第１回奈良県渋滞対策協議会配付資料
6



｢奈良県みんなでつくる交通安全対策プラン｣の取組状況 （Ｈ22.2月策定）

【計画の概要】

奈良県では、平成２２年に６，５１５件の事故が発生し、８，４５１人が死傷（うち死
者４５人）しており、事故件数や負傷者数については、３０年前の２倍近い水準。
また、交通死傷事故の６割近くが国道及び県道で発生しており、そのうちの約８
割が限定された約２割の箇所に集中。

①客観的データによる事故危険箇所の「見える化」

②県民とのコミュニケーションによる課題の「見える化」

③「選択と集中」による対策の実施

事故が集中する危険箇所の抽出を行い、「選択と集中」による効率的な投資が必
要。また、県民アンケートでは、交通安全に対する県民のニーズは高いが満足度
は低いことから、県民のニーズを反映するためにも県民参加の取り組みが必要。

客観的な事故データの抽出に加えて、県民の意見も反映させた交通事故対策実
施箇所を選定し、道路管理者（県・国）と警察が連携して対策を推進する。対策案
の検討にあたっては、学識経験者にも意見を求め、道路区域内で実施が可能な
速効対策から早急に対策を実施する。

・早期効果発現可能な速効対策から着手し、地域の協力が得られた箇所は
抜本対策を実施する。

【これまでの取り組み】

・緊急性が高い箇所として抽出した３８箇所を事故危険箇所として公表。
また、事故データの更新により、１７箇所の事故危険箇所を追加。
第４次社会資本整備重点計画（H27～32)においては、４３箇所を選定。

・県民の意見を取り入れながら対策実施箇所を選定。
・対策箇所の取り組み状況等はホームページにて公表。

④技術力向上に向けた取り組みの実施

・「奈良県交通事故対策検討委員会」を設立し、有識者の助言を対策に反映。

⑤フォローアップによるＰＤＣＡの実施

・ＰＤＣＡサイクルによる継続的なマネジメントを実施。

速効対策 抜本対策

「奈良県道路交通環境安全推進連絡会議」にお
いて、有識者を交えて事故対策箇所の現場確認、
対策検討を実施。

ホームページにて事故危険箇所の
公表を実施。

ＰＤＣＡサイクルによるフォローアップを実施を
行い、新たな箇所を選定。

具体的な取組

現状

課題

対策の基本方針

7

死亡事故
重大事故

（死亡・重傷事故）

死傷事故
（人身事故全て）

3つの指標に基づき、事故対策箇所を選定

事故対策を実施

事故対策箇所の選定について

※国土交通省ＨＰ
http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/torikumi.html

事故危険箇所の指定箇所一覧（一部抜粋）



【計画の概要】

《ハード対策》

【これまでの取り組み】

●前兆現象箇所等の早期特定のため距離標の設置。

●道路利用者や地域住民に規制情報等を速やかに周知（規制情報HPの改良）

●道路利用者への正確かつ迅速な道路情報の提供

（個別登録者の携帯端末電話に規制情報を配信するシステムを構築。）

●事前に迂回路計画の策定

《ソフト対策》

●「選択と集中」によるハード対策の実施。

・崩落の発生箇所や兆候がある箇所を第一優先で緊急対応を実施すると

ともに、道路ネットワークの遮断回避を重視し計画的な防災対策に取り組む。

山間部のランドマークの無い箇所に距離標を設
置し、目印として利用

【これまでの設置路線】 国道168号、169号、
309号等 吉野・五條土木管内路線に設置
【今後の活用事例】観光交通の誘導や迂回
路への誘導、通行規制情報等にも活用予定

小型距離標は原則
100m毎に設置

連絡先の入った大
型距離標は1km毎
に設置

・通行規制情報を携帯端末にメール配信

【現状】
平成16年～平成20年の5箇年の落石、崩土を原因とした通行規制は
約120件、1回当たりの通行規制時間は約20日。
要対策箇所は1,705箇所あり、対策完了箇所は約15％

【課題】
効率的な投資による「選択と集中」が必要。また、発災後の課題としては、
ドライバー等への情報発信の遅延、情報内容の不備、迂回路開設の迅速
化。

【対策の基本方針】
前兆現象の早期把握による予防対策や発災後の地域生活・経済への影響
を最小限に抑えるとともに道路ﾈｯﾄﾜｰｸを遮断させない観点をより重視して
危険箇所の防災対策に取り組む。

規制情報、迂回
路情報を同じ地
図で閲覧可能

「なら安心みちネットプラン」の取組状況 （Ｈ21.12月策定）

・ライブカメラ設置による路面状況の表示

路面状況画像
の表示

携帯電話でも
閲覧できます。

・道路情報板の表示内容を表示

携帯電話に
メール配信

距離標の設置

規制情報HPの改良 迂回路計画の策定

現状と課題

道路情報板の表示
内容を表示

具体的な取組

平成16年度 五條市大塔町宇井地区 地すべり 平成18年度 十津川村上野地 崩土

・国道168号、国道169号の
迂回路計画を事前に策定。

ハード対策の実施

崩落時 対策完了

【H29年度末時点】 要対策箇所 1,705箇所のうち、対策済 339箇所
災防進捗率 約20％

国道168号 十津川村桑畑
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国管理

県管理

市町村管理

国管理
216橋　2%

県管理
2024橋　19%

市町村管理
8286橋　79%

①点検結果による早急に補修が必要な損傷橋梁76橋については、

平成26年度末で完了予定

②耐震補強が必要な緊急輸送道路上の橋梁35橋については、

平成26年度末で完了予定

③橋梁の重要度や予算を踏まえた今後10年の補修及び点検計画を策定

【計画の概要】

１．今後の点検や修繕計画の実施

【これまでの取り組み】

３．市町村管理橋梁の予防保全に対する支援内容及び支援体制の充実

技術講習会の開催及び県が点検、計画策定を支援する垂直補完の導入

早急に補修が必要な損傷橋梁76橋の進捗状況
【現状】①県内の橋梁（2m以上）は、直轄国道、

国道・県道、市町村道、農道、林道を
含め１０，５２６橋。

②平成７年兵庫県南部地震で被災した
橋梁と同形式で耐震補強未対策橋梁が緊急輸送道路上に３５橋。

③市町村管理には、橋長100m以上の橋梁が８１橋（２１市町村）
【課題】①建設後５０年を経過する橋梁が増加。

維持・修繕及び更新費が増大。
②震災時の落橋や損傷が道路ネットワー
クを寸断する恐れ。

③市町村の土木技術職員が少なく、適切な維持管理が出来ない。
【維持管理の基本方針】

①損傷が顕著になった後に大規模補修・補強を行う『事後保全』から、
損傷が軽微な段階から維持・補修を行う『予防保全』へ方針転換

②長寿命化の視点での日常点検の手法を確立させるとともに、定期点
検に関わる県技術職員の知識及び能力の向上を図る

③計画策定、定期点検、修繕、計画の見直しという橋梁のマネジメント
サイクルを確立し、継続的な維持管理を図る。

④市町村の予防保全に対する支援内容及び支援体制の充実を図る。

市町村に対する技術支援の実施

計画的な橋梁補修の実施

緊急輸送道路上の耐震補強の進捗状況

施設保全係・予防保全担当者などを配置し、組織体制を強化

平成22年度から施設保全担当者を
各土木事務所に配置し、本格的に長
寿命化に向けての取組を開始

対策前 対策完了

対策

・平成２９年６月に奈良県緊急輸送道路

ネットワーク計画の見直しに伴い、対象

橋梁が変更。

・耐震補強の進捗率は、７１．２％

（平成２９年度末時点） ３３９/ ４７６橋梁
対策前 対策完了

対策

平成２６年から５年に１回の近接目視による橋梁の定期点検が義
務づけられ、点検・診断の結果、「早期に措置を講ずべき状態」と
判定された橋梁を、長寿命化修繕計画に位置付け、次回点検まで
に計画的に補修実施。

今後は、点検・診断・措置・記録といったメンテナンスサイクルを回
すとともに、「事後保全」型維持管理から「予防保全」型維持管理
への転換を図って行く予定。

橋梁の定期点検

【垂直補完の実績】
《計画（橋梁）》
・平成２５年度までに、３２市町村を支援。
《点検》
・平成２９年度までに、２９市町村（１，５５６橋、１９トンネル）を支援。
《措置》
・平成２９年度までに、５市町村（設計１４橋、工事６橋）を支援。

『奈良モデル』として、市町村管理橋梁の安全確保および維持
管理の効率化を図るため、橋梁点検、長寿命化修繕計画の策
定、橋梁補修工事・設計について技術支援を求める市町村に
対して県が業務を受託する｢垂直補完｣を行っており、これまで
に３７市町村を支援。
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数
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）

直轄国道

補助国道・県道

市町村道

農道・林道

216橋

2024橋

640橋

7646橋

8286橋

60%40%

2030年1月末現在

60%40%

2030年1月末現在

36%

64%

2020年1月末現在

36%

64%

2020年1月末現在

15%

85%

2010年1月末現在

15%

85%

2010年1月末現在

１０年後

架設後50年を経過した橋梁の割合
架設後50年未満の橋梁の割合

１０年後

五月橋（架替事業中）尾曽橋
（H30補修事業中）の２橋を除き、完
了。進捗率 97%（74 / 76橋梁）

「奈良県橋梁長寿命化修繕計画」の取組状況 （Ｈ22.2月策定）

２．組織体制の強化

具体的な取組（H22.2月 計画策定当時）

現状と課題（H22.2月 計画策定当時）
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対策必要箇所のフォローアップや望ましい通学路のあり方や具体的な対策等を
検討する「奈良県通学路安全対策推進会議」の設置。また、詳細の対策について
は、県内を７ブロックに分けた地域ブロック会議で議論。速効対策については、平
成３０年度中の対策完了予定。

歩行者系観光案内サインについては、奈良公園周辺、郡山城跡周辺、明日香
周辺、藤原宮跡周辺など、世界遺産地域等を主とした観光地において案内サイ
ンを整備。平成３０年度については、平城宮跡周辺、五條新町周辺においてサイ
ン整備を推進。

歩道拡幅等の抜本対策を基本とし、ベンチ等の休憩施設をあわせて実施。基本構想
未策定の市町村に対して、講習会開催等の技術的な支援を実施。

【基本方針】「選択と集中」により必要性や緊急性の高い箇所を優先的に整備。
関係者との点検を通じて、課題を「見える化」し、速効対策から取り組み、協
力が得られる箇所については抜本対策も実施。さらに観光案内サインの設置
を一体的に整備。

「奈良県安心歩行空間整備方針」の取組状況 （Ｈ23.6月策定）

【計画の概要】

①歩行空間が確保されていない通学路

②バリアフリー基本構想における生活関連経路

客観的なデータと学校関係者へのアンケートにより選定し、関係者と連携した点検を
行い、地域の共通課題の「見える化」。対策プランを作成・公表。

③その他 市町村のまちづくり計画等に位置づけられた経路

【これまで（今後）の取り組み】

現状と課題

【現状】
（児童の通学路）歩道整備率は約２６％、全国平均は約４２％。
（バリアフリー）バリアフリー基本構想を策定した市町村は奈良市、橿原市、葛
城市、大和郡山市、香芝市、河合町。また、策定に向け作業をしている市町村
は桜井市、斑鳩町、上牧町。
（来訪者の歩行空間）案内看板が多種多様、新旧の看板が入り交じって設置。
【課題】
（児童の通学路）歩道の連続性が確保されておらず、歩行者視点に立った面的
な歩行空間の不足。
（バリアフリー）市町村の財政的な負担、組織内の調整、作成ノウハウの不足な
どによるバリアフリー推進への遅れが顕著。
（来訪者の歩行空間）様々な主体が案内サインを設置しており、来訪者のわか
りにくさを助長。

基本方針及び重点的に整備を推進する路線

通学路の対策必要箇所の抽出

通学路の緊急合同点検を国、県、市町村の関係者（教育委員会、道路管理者、
警察）で実施。その結果、対策必要箇所１，３４１箇所 を抽出。

対策必要箇所１，３４１箇所のうち１，３２３箇所が対策済み

H30.3月末時点

通学路の対策の推進及び推進体制の構築

バリアフリー基本構想に基づく生活関連経路整備の推進

７路線で事業を実施しており、一般県道大和八木停車場線については、平成２
５年５月に整備完了。その他の路線についても重点的に整備を推進。また、未策
定の市町村に対しては、平成２２年度から毎年セミナーを開催。

世界遺産地域等の周遊観光の推進

速効対策
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｢奈良県自転車利用促進計画｣の取組状況 （Ｈ22.12月策定）

【計画の概要】

【今後の取り組み】

○広域的な自転車利用ネットワークにおける、案内誘導・注意喚起に係るサ
イン類の設置等の実施（平成29年度末で約500kmを概成）

○県内にサイクリングステーションを３箇所（橿原公苑（H25.4.1）、まほろば健康
パーク（H27.7.1）、平城宮跡歴史公園（H30.3.24））設置

○「サイクリストにやさしい宿」、「自転車の休憩所」の認定促進
○奈良県内のサイクリングマップの作成

○広域サイクリングルート形成に向けて、近隣府県との連携強化
○自転車が利用しやすい環境を持続的に「つくり」、「守り」、「育てる」ため、民
間事業者やNPO、地域団体等との連携強化

◆自転車利用促進に向けた取組方針

【取組方針】
○ 県内における滞在型観光の拡大による観光振興や地域活性化。
○ あわせて、県民の健康増進や環境にやさしいまちづくり等の実現。

【取組方針】
○ 県内における滞在型観光の拡大による観光振興や地域活性化。
○ あわせて、県民の健康増進や環境にやさしいまちづくり等の実現。

① 安全・快適でわかりやすい自転車利用ネットワークを構築する「ハード施策」

② 自転車を利用しやすい環境を創出する「ソフト施策」

③ 関係者が連携した継続的な取組を支える「推進体制」

◆自転車利用の現状と課題

○全国的な健康志向の高まりに伴う自転車利用の増加。
○観光振興、地域活性化のツールとしての自転車の活用。

○安全な自転車利用環境の確保に対する社会的要請。
○環境対策としての自転車利用への期待の高まり。
○大規模自転車道は整備されているが、安全面が劣る等の指摘。
○社会実験を通じて自転車が周遊観光の拡大に寄与することを確認。
○県内の自転車交通事故件数は1,000件／年以上。

◆奈良における広域的な自転車利用ネットワーク

京都

三重

大

阪

凡 例

記 号 名 称

県境

観光エリア

幹線ルート

補助幹線ルート

高原ルート

【これまでの取り組み】

♦案内誘導・注意喚起サインのイメージ

① 安全・快適でわかりやすい自転車利用ネットワークを構築する「ハード施策」

○広域乗り捨て型レンタサイクルの実施
○「自転車の屋内保管」「自転車搬送サービスのとりつぎ（受取、保管、発送）」
に対応していただける宿泊施設を「サイクリストにやさしい宿」として55箇所
認定《H30.6時点》

○自転車利用者が、サイクリング中に気軽に立ち寄って休憩する場所で、一
定のサービスを享受できる施設を「自転車の休憩所」として151箇所認定
《H30.6時点》

○自転車搬送事業者２社（（株）シクロエクスプレス、西濃運輸（株））と連携協
定を締結し、自転車搬送サービスの充実に向けた取組を実施

○宅配事業等を実施しているヤマト運輸（株）と連携協定を締結し、手荷物搬
送サービスの充実に向けた取組を実施

○奈良県内のサイクリングマップの作成
○京都府、和歌山県と連携した広域周遊サイクリングマップの作成

② 自転車を利用しやすい環境を創出する「ソフト施策」

自転車利用の現状と課題

自転車利用促進に向けた取組方針

② 自転車を利用しやすい環境を創出する「ソフト施策」

③ 関係者が連携した継続的な取組を支える体制づくり

○京奈和自転車道の整備
・平成32年度の概成に向けて、路面標示、案内誘導サイン等の整備

○自転車走行空間の充実に向けた取組の実施
・交差点部等の安全対策の検討・実施

○サイクルステーションの整備

① 安全・快適でわかりやすい自転車利用ネットワークを構築する「ハード施策」

京奈和自転車道
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サイクルステーション

平城宮跡
歴史公園

まほろば
健康パーク

橿原公苑



○「観光案内サイン整備ガイドライン」に基づき、整備を推進。
H29年度末現在：102基設置済（全体計画106基）進捗率96％

○県内市町村においても、ガイドラインに基づく整備が図られるよう、
説明会の開催や、市町村長サミットの場を活用した周知を実施。

○奈良公園周辺（大宮通り）、大和郡山城周辺、藤原・飛鳥周辺における
案内サインの整備完了。
計画に加え、平城宮跡周辺でフットサイン（18箇所）の整備を実施。

○平城宮跡周辺（20基/全22基）、五條新町周辺（9基/全11基）の整備を実施

【計画の概要】 【これまでの取り組み】

【目的】

【対象範囲】

【サインの種類】

「観光案内サイン整備ガイドライン」の取組状況 （H21.7月策定、H28.4改訂）

案内サインの設置計画の概要

平成３０年度の取組み

○平城宮跡周辺２基、五條新町周辺２基の整備により、現計画における
ハード事業を完了。

車両系案内看板

歩道系観光案内看板

○ 奈良県内には世界遺産等の国内有数の歴史的資産が存在し、来訪者
も数多いが、目的地までの経路がわかりにくく、スムーズに到達できない
という道路利用者の声も少なからず聞かれる。そこで、歩行者系の観光
案内サインについてガイドラインに基づき、整備を進めているところであ
る。
このような問題に対して、各関係者が設置する観光案内サインの統一、
初めて奈良を訪れる国内外の旅行者への迷うことのないわかりやすい
案内誘導、さらには周遊観光の促進に向けガイドラインを策定し、県内
全ての関係者がこのガイドラインに基づき整備を促進する。

○ ガイドラインが対象とする観光案内サインは、利用者が目的地まで移動
する際に現地で活用されるもので、以下を対象とする。

○ 本ガイドラインで取り扱うサインの種類は、図解標識、指示標識、周遊促
進標識及び補足標識の4種（形状は8種類）とする。

①歩行者系の観光案内サイン
観光行動の起点（駅・駐車場等）から観光施設に至るまでの経路上で
道路管理者、自治体、公園管理者、鉄道・バス等の公共交通事業者
が、観光施設を案内する目的で設置・管理するもの。

②車両系の観光案内サイン
奈良県境及び各観光エリアへの主要な経路上で、道路管理者が設置
するもの。

エリア名 全体基数～H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

　奈良公園（大宮通り）※ 11 6 5 － －

　平城宮跡周辺 22 14 5 1 2

　大和郡山城周辺 11 11 0 － －

　藤原・明日香周辺 51 17 34 － －

　五條新町周辺 11 4 1 4 2

合計 106 52 45 5 4

※奈良公園内対象分は除く 完了箇所
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